
介護に笑顔を！北海道連絡会 「わかりやすい！介護保険改悪学習会」
2022年１０月６日 大阪民医連会議室
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次期改定でどう変わる？

介護保険制度

大阪社会保障推進協議会
日下部雅喜



○自己紹介 日下部 雅喜

大阪社保協介護保険対策委員長

介護保険料に怒る一揆の会事務局長

元 地方公務員（大阪府堺市職員）

現 ケアマネジャー（大阪きづがわ医療福祉
生協西成民主診療所ケアプランセンターさくら）

現 大学非常勤講師（佛教大学社会福祉学部

福祉行財政論・福祉計画論）
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本日の話

介護保険の基本

その１ 介護費用を年金から搾り取る

その２ このままでは「保険料あって介護なし」

高齢者はどうすればよいか

その１ 詐欺にだまされずたたかう

その２ 今もこそ抜本改善へ
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その１

介護費用を
年金から搾り取る

4



「保険」制度の3大要素

①加入者＝保険料を支払う
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②保険事故の査定
保険給付の対象者を決定

③利用者＝保険給付を受ける



高齢者福祉から 介護保険へ

国５０％ 都道府県

２５％

市町村

２５％

介護保険以前の高齢者福祉制度（２０００年３月まで）公費１００％

介護保険制度（第８期）
保険料５０％ 公費５０％

65歳～

２３％

40歳～64歳

2７％

国２５％
国庫負担金

２０％

調整交付金

５％

都道
府県

12.5

％

市町
村

12.5

％



介護費用の２３％を全高齢者で負担

６５歳以上（第１号被保険者）の介護保険料の決め方（
イメージ）

介護サービスの総額×２３％
６５歳以上の人口（第１号被保険者数）

高齢者の負担分の率は３年ごとに見直す

第１期 １７％ ⇒ 第８期 ２３％へ



「給付と負担の連動」
その市町村の介護サー
ビス利用が増える

⇒高齢者全員の介護保
険料が比例して上がる

介護充実 保険料



２０００（平成１２）年4月
介護保険スタート

2000年4月～9月

⇒介護保険料0円
2000年10月～2001年9月

⇒介護保険料半額徴収
2001年10月～

⇒介護保険料全額徴収 9



全国平均基準月額

第1期（２０００～０２年） 2,911円
年額34,932円

第２期（２００３～０５年） 3,293円

第３期（２００６～０８年） 4,090円

第４期（２００９～１１年） 4,160円

第５期（２０１２～１４年） 4,972円

第6期（２０１５～１７年） 5,514円

第7期（２０１８～２０年） 5,869円

第８期（２０２１～２３年） 6,014円

年額72,168円

介護保険料当初の２．１倍！

２.06
倍

北海道平均基準額

3,111円
年額37,332円

3,514円

3,910 円

3,984 円

4,631円

5,134 円

5,617円

5,693円

年額68,316円



札幌市の介護保険料2021～23年度
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段階 対象者 負担割合 年間保険料

第1段階
・生活保護を受給・世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の公的年
金収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下

基準額×0.30 20,781円

第2段階
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の公的年金収入金額と合計所
得金額の合計が80万円を超え120万円以下

基準額×0.50 34,635円

第3段階
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の公的年金収入金額と合計所
得金額の合計が120万円を超える

基準額×0.70 48,489円

第4段階
世帯の中に市町村民税課税者がいて、本人が市町村民税非課税で、本人の
前年の公的年金収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下

基準額×0.90 62,343円

第5段階
世帯の中に市町村民税課税者がいて、本人が市町村民税非課税で、本人の
前年の公的年金収入金額と合計所得金額の合計が80万円を超える

基準額 69,270円

第6段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満 基準額×1.15 79,661円

第7段階
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上200万円未
満

基準額×1.25 86,588円

第8段階
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上350万円未
満

基準額×1.50 103,905円

第9段階
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が350万円以上500万円未
満

基準額×1.75 121,223円

第10段階
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上600万円未
満

基準額×2.00 138,540円

第11段階
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上700万円未
満

基準額×2.10 145,467円

第12段階
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が700万円以上800万円未
満

基準額×2.20 152,394円

第13段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上 基準額×2.30 159,321円



20年間下がりっぱなしの年金
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年金平均受給月額の推移

144,268円

171,478円

175,865円

▲31,597円
▲１７．９％

年度
平均年
金月額

2000 175,865
2005 165,083
2010 150,406
2011 149,687
2012 148,422
2013 145,596
2014 144,886
2015 145,305
2016 145,638
2017 144,903
2018 143,761
2019 144,268



老後の貧困の構造的要因

収入が不足
相対的貧困率 一般世帯 １６％

高齢男性のみ世帯 ３８．３％

高齢女性のみ世帯 ５２．３％

高齢期二人暮らしの１ヵ月生活費 社会保険料
込み約２７万円

実収入 ２１万円 毎月６万円不足

２０００万円金融資産が必要！？

（このモデルは要介護を想定していない）
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年金収奪国家・日本
２０００（平成１２）年１０月 介護保険料の年金天引き開始

０４（平成１６）年 年金改悪（「100年安心」「現役の５０％保障」）

０５（平成１７）年 税制改悪（老年者控除廃止、公的年金控除
の縮小） 介護保険法改悪

０６（平成１８）年 税制改悪（住民税の高齢者非課税措置の廃
止）実施

介護保険料の天引き対象を障害年金・遺族年金へ拡大

０８（平成２０）年 後期高齢者医療制度実施（後期高齢者医
療保険料の年金天引き）・国民健康保険料の年金天引き

０９年（平成２１）年 住民税の年金天引き

社会保障給付（年金）から
社会保障費用（介護費用）を回収



その２

このままでは
「保険料あって
介護なし」
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介護保険被保険者証
被保険者番号、
住所、氏名、生
年月日、性別

要介護状態区分
、認定年月日、
認定の有効期間



要介護状態区分の目安要介護状態区分の目安（イメージ）



要介護度ごとのサービス水準と限度額

限度額は１単位１０円で計算。サービス種類と地域によっては額は異なります。

限度額を超えたサービ
ス利用は、介護保険が
適用されず、全額自己

負担になる！



介護保険の利用者負担

所得基準
（単身世帯の場合）

負担割合 利用者比
率（在宅）

7～9割
保険給付額

1～3割
利用料負担額

合計所得160万円（年金収入等
280万円）未満

１割 ９２％

合計所得160万円以上220万円
未満

２割 ５％

合計所得220万円（年金収入等
340万円）以上

３割 ４％



利用料として、受けたサービス
費用の１割（一定以上の所得者は２割、

３割）を事業者に支払い。

利用者負担＝利用料＋その他

施設に入所または短期入所された方は、居住
費及び食費が別途必要になる。

また、通所介護または通所リハビリテーション

を利用された方も、食費が別途必要になる。



介護の費用負担（1割負担の場合）

デイサービス （９時～16時） 要介護３

1日 890円 ＋ 昼食代500円 ＝1,390円

週3日利用 1390円×3日×4週 ＝月16,680円

ホームヘルパー 1日２回 身体介護 ３０分

280円×2回×週3日×4週 ＝ 月7,680円

介護ベッド 月1600円

車いす 月 400円

合計 月 26,360円

外に 紙おむつ代月8,000円、通院タクシー代・・・・
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特別養護老人ホーム入所
要介護５ 一般世帯
サービス費 1日 960円×30日 ＝28,800円

食費 1日 1,445円×30日 ＝43,350円

部屋代 1日 2,006円×30日 ＝60,180円

計132,330円 ＋ 諸費用
諸費用：日用品費3,000円、預り金管理料
3,000円、美理容代2,500円・・・・・（おむつ
代は原則不要）
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毎月15万円程度は
支払わないと入れない！



改悪で利用できない制度に

２０１４年度まで

要支援
１、２

在宅サービスは保険給
付で利用できる

要介護
１，２

特養ホーム入所対象

利用者
負担

所得に関係なく１割負
担

施 設 の
部 屋
代 ・ 食
事代

非課税世帯であれば補
助（補足給付）あり

現在
ヘルパー・デイサービ
スが市町村事業に

特養ホーム原則入所対
象外

一定以上の所得者は２
割、現役並みは所得者
３割負担
配偶者非課税
預貯金（単身 500～
1,000万円）



2022年、介護保険の現実
「介護」の4文字熟語

介護心中・介護殺人⇒年間５０～70件

介護退職⇒年間９万～14万人
介護貧乏・介護破産⇒多大な自己負担
介護難民⇒特養だけでなく在宅でも

介護崩壊⇒介護職員有効求人倍率4.31倍、
ヘルパー15倍

介護保険料は年金暮らし高齢者の負担の限界

介護保険制度は「危機的」状態



堤修三氏「介護保険は『国家的詐欺』」
介護保険創設時の厚労省老健局長。「介護保険の生みの親」

●「保険料を納めた人には平等に給付を行うのが
保険制度の大前提」。
●しかし「２０１５年改定や財務省の給付抑制路
線の提案では、この前提が崩れつつあると危惧
している」
●さらに要支援者の訪問介護などを市町村の
事業に移し替えたり、補足給付の資産要件を導
入するなどは、保険制度からいえば全くの筋違
いで、「団塊世代にとって介護保険は『国家的詐
欺』となりつつあるように思えてならない」

シルバー産業新聞（２０１５年１１月１０日）



どうすればよいか
その１

詐欺にだまされず
たたかう
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次期（2024年度）介護保険見直し
おおまかなスケジュール（前半）

2022年 社会保障審議会介護保険部会

12月「見直し意見」

年末 政府内で調整

2023年度政府予算案

2023年 1月 通常国会開会

介護保険法改正法案提出

改正法案可決・成立

5月？ 通常国会閉会



次期（2024年度）介護保険見直し
おおまかなスケジュール（後半）
2023年 春～ 社会保障審議会介護給付費分科会

介護報酬改定検討

12月 介護報酬改定の「諮問・答申」

年末 政府内で調整

2024年度政府予算案

2024年1月 通常国会開会

予算案可決

4月 介護保険見直し実施、介護報酬改定

第9期事業計画実施、介護保険料改定



2024年度介護保険見直しで
狙われる改悪内容

〇利用者負担引上げ
（原則2割化、2・3割の対象拡大）

〇ケアマネジメントに利用者負担導入
〇要介護１，２のヘルパー・デイサービス
等の総合事業移行
〇福祉用具をレンタルから購入へ
〇ICT、ロボット等活用で人員配置基準の
切り下げ



75歳以上の医療費窓口負担2割導入
2022年10月～



窓口負担割合２割の対象判定
〇75歳以上の方等※1の課税所得や年金収入等（令
和３年中のもの）をもとに、世帯単位で判定

〇75歳以上の方等で一定以上の所得（課税所得※2

が28万円以上かつ「年金収入※3 ＋その他の合計所
得金額※4 」が単身世帯の場合200万円以上、複数世
帯の場合合計320万円以上）がある方は、医療費の
窓口負担割合が２割になる

※1 65～74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方を含みます。
※2 「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額です。「課税標準」の額は、前

年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除（基礎控除や社会保険料控
除等）等を差し引いた後の金額です。
※3 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
※4 「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控
除等を差し引いた後の金額のことです。



※５課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が３割の方。



介護保険負担割合証
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高額介護サービス負担上限額
毎月の自己負担が上限額を超えた場合、払い戻される

所得要件 負担上限額（月）

課税所得６９０万円（年収約1,160万円）以上 140,100円

課税所得380万円（年収約770万円）～課税
所得690万円（年収約1,160万円）未満

93,000円

一般世帯 44,400円
非課税世帯 24,600円

非課税世帯・年金80万円以下等 世帯：24,600円
個人：15,000円

生活保護受給者等 15,000円

非課税世帯 24,600円

非課税世帯・年金80万円以下等 世帯：24,600円
個人：15,000円

生活保護受給者等 15,000円

課税所得６９０万円（年収約1,160万円）以上 140,100円

課税所得380万円（年収約770万円）～課税
所得690万円（年収約1,160万円）未満

93,000円

一般世帯 44,400円

負担上限額を超えないと

払い戻しはない！



利用者負担の見直し 財政制度等審議会2022年5月25日
「歴史の転換点における財政運営」



利用者負担の見直し 財政制度等審議会2022年5月25日
「歴史の転換点における財政運営」



利用者負担の見直し 財政制度等審議会2022年5月25日
「歴史の転換点における財政運営」

○ 介護保険制度の持続可能性を確保するためには、利

用者負担の更なる見直しをはじめとした介護保険給付

の範囲の見直しに引き続き取り組むことも必要である。

○ 利用者負担については、２割・３割負担の導入を進

めてきたが、今般の後期高齢者医療における患者負担

割合の見直し等を踏まえ、①介護保険サービスの利用

者負担を原則２割とすることや２割負担の対象範囲の

拡大を図ること、②現役世代との均衡の観点から現役

世代並み所得（３割）等の判断基準を見直すことにつ

いて、第９期介護保険事業計画期間に向けて結論を得

るべく、検討していくべきである。
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ケアマネジャーが

サービス選択・利用の
パートナー



ケアマネジャーは全額保険給付

介護保険制度においては、要介護者及び要支
援者(以下「要介護者等」という。)である利用者に

対し、個々の解決すべき課題、その心身の状況や
置かれている環境等に応じて保健・医療・福祉に
わたる指定居宅サービス等が、多様なサービス提
供主体により総合的かつ効率的に提供されるよう
、居宅介護支援を保険給付の対象として位置づけ
たものであり、その重要性に鑑み、保険給付率に
ついても特に１０割としているところである。
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」平成11年厚生省老人保健福
祉局企画課長通知
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ケアマネジメントの利用者負担の導入等
○ 居宅介護支援（ケアマネジメント）については、要介護者等が積極的にサービスを利用でき

るようにする観点から、利用者負担をとらない例外的取扱いがなされてきた。しかしながら、介

護保険制度創設から20年を超え、サービス利用が定着し、他のサービスでは利用者負担があるこ

とも踏まえれば、利用者負担を導入することは当然である。

○ そもそも、制度創設時、ケアプラン作成は「高齢者の自立を支援し、適切なサービスを確保

するため、…そのニーズを適切に把握したうえで、ケアプランを作成し、実際のサービス利用に

つなぐもの」とされていたが、その趣旨にそぐわない実情も見られる。具体的には、ケアマネ

（居宅介護支援）事業所の約９割が他の介護サービス事業所に併設しており、「法人・上司から

の圧力により、自法人のサービス利用を求められた」という経験を見聞きしたケアマネジャーが

約４割いるなど、サービス提供に公正中立性の問題が存在することが窺える。さらに、ケアマネ

ジャーは、インフォーマルサービスだけでなく、介護保険サービスをケアプランに入れなければ

報酬を受け取れないため、「介護報酬算定のため、必要のない福祉用具貸与等によりプランを作

成した」ケアマネジャーが一定数いることが確認されている。

○ 利用者が自己負担を通じてケアプランに関心を持つ仕組みとすることは、ケアマネジャーの

サービスのチェックと質の向上にも資することから、第９期介護保険事業計画期間から、ケアマ

ネジメントに利用者負担を導入すべきである。

○ また、福祉用具の貸与のみを行うケースについては報酬の引下げを行うなどサービスの内容

に応じた報酬体系とすることも、あわせて令和６年度（2024年度）報酬改定において実現すべき

である。

財政制度等審議会2022年5月25日「歴史の転換点における財政運営」



軽度者へのサービスの地域支援事業への移行等

○ 要支援者に対する訪問介護、通所介護については、地域の
実情に応じた多様な主体による効果的・効率的なサービス提供
を行う観点から、地域支援事業へ移行したところ（2018年３月
末に移行完了）。

○ 要介護１・２への訪問介護・通所介護についても、生活援
助型サービスをはじめとして、全国一律の基準ではなく地域の
実情に合わせた多様な人材・多様な資源を活用したサービス提
供を可能にすることが効果的・効率的である。

○ 先に述べた地域支援事業のあり方の見直しに取り組みつつ、
第９期介護保険事業計画期間に向けて、要介護１・２への訪問
介護・通所介護についても地域支援事業への移行を検討し、生
活援助型サービスをはじめとして、全国一律の基準ではなく地
域の実情に合わせた多様な人材・多様な資源を活用したサービ
ス提供を可能にすべきである。

財政制度等審議会2022年5月25日「歴史の転換点における財政運営」



軽度者へのサービスの地域支援事業への移行等

財政制度等審議会2022年5月25日「歴史の転換点における財政運営」



財政制度等審議会2022年5月25日「歴史の転換点における財政運営」



介護サービス提供体制の効率性の向上の必要性

○ 今後については、75歳以上の高齢者が2030年頃まで増
加し、その後も要介護認定率や１人当たり介護給付費が殊
更に高い85歳以上人口が増加していくことが見込まれる。

○ 介護需要の増加に応じて、介護人材の必要数も増大す
るが、現役世代（担い手）が急減する我が国において、介
護現場の効率性の向上を図ることなく介護人材を確保して
いく選択肢は考えにくい。

○ 典型的な労働集約型産業である介護保険事業において
は、人件費のウェイトが高いため、介護給付費の動向も効
率的な人員配置を実現できるかにかかっており、このこと
が限られた財源のもとで介護の現場で働く方々の処遇改善
を実現するうえでも不可欠である。

財政制度等審議会2022年5月25日「歴史の転換点における財政運営」



介護サービス提供体制の効率性の向上の必要性

○ 介護の質の低下を招くことなく、むしろ質の向上を図
りながら、介護現場の業務負担軽減と人員配置の効率化を
実現するには、①ロボット・ＡＩ・ＩＣＴ等の実用化の推
進、②タスクシフティング、シニア人材の活用推進、③文
書量削減など組織マネジメント改革などの業務効率化を進
めていく必要がある。

○ 更には、介護サービスの経営主体は小規模な法人が多
いことを踏まえ、今年度から施行される社会福祉連携推進
法人制度の積極的な活用を推進していくことはもとより、
経営の大規模化・協働化を図ることが不可欠である。

財政制度等審議会2022年5月25日「歴史の転換点における財政運営」



内閣府規制改革推進会議第7回医療・介護ワーキング・グループ SOMPOケア株式会社提出資料



内閣府規制改革推進会議第7回医療・介護ワーキング・グループ SOMPOケア株式会社提出資料

配置基準削減と並行して検討
人手不足ならロボット、ICTで
人員基準切り下げ ３：１→４：

１へ（規制改革検討会議、経
団連）





本当の
抜本改善を
介護の危機打開、未来を拓くために

どうすればよいか
その２



ヘルパーの有効求人倍率、依然15倍
超高水準続く 介護職は3.9倍

厚生労働省は16日、次の2024年度の制度改正に
向けた議論を行う審議会（社会保障審議会・介護
保険部会）の会合に、介護職員の有効求人倍率を
新たに報告した。

2020年度で施設の介護職員が3.90倍、ホームヘ
ルパーが14.92倍。いずれも前年度からやや改善
したものの、依然として非常に高い水準のままだ。
特にヘルパーは約15倍と極めて厳しい状況が続い
ている。2022.5.16【Joint編集部】



高齢化するホームヘルパー
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17年前は40～50代が主力、60才以上は8.6％
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低迷するホームヘルパーの介護報酬
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最低賃金額は1.4倍に
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「介護崩壊」の原因 低報酬政策

2000年4月 介護保険制度スタート

2003年度 マイナス２．３％

2006年度 マイナス２．４％

2009年度 プラス３．０％＋処遇改善交付金

2012年度 プラス１．２％（処遇改善交付金廃止⇒報酬加
算へ2%分 実質マイナス0.8%）

2015年度 マイナス２．１７％（基本報酬等実質マイ
ナス４．４８％）

2018年度 プラス ０．５４％（適正化分▲0.50％）

2021年度 プラス ０．７０％（内コロナ加算0.05%）

2022年度 2月 9000円賃上げ交付金 10月ベア加算

介護報酬改定率の推移
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ケア労働者の待遇改善要求
これまでのけちけちした「報酬加算」でなく、国
費を十分に投入し介護労働者を「中間層」にふ
さわしい賃金水準（少なくとも全産業平均）を実
現なければならない。

このことなしには、今日の「介護人材危機」を解
決することはできない。

①全介護労働者に

②全額国庫負担で

②全産業平均水準の賃金引き上げ

「大胆な財政出動」を求めるとき！



大きな構えで政府に迫ろう

〇賃金改善は処遇改善加算でなく全額国庫負担の交
付金で行うこと

〇国庫負担による人件費補助制度の創設

介護労働者に全産業平均水準以上の賃金保障

現在の介護給付費国庫負担 ２．９兆円程度

介護労働者 ２００万人 ×８万円 ×１２月

＝約２兆円

の財政出動



「経済財政運営と改革の基本方針2022」
2022年６月７日閣議決定

・「防衛力を５年以内に抜本的に強化する」とい
う文言を新たに盛り込む

・原案では注釈にあった北大西洋条約機構（Ｎ
ＡＴＯ）が軍事費を対国内総生産（ＧＤＰ）で「２
％以上」を目標としているとの記述を本文に書
き込む

・「台湾海峡の平和と安定の重要性」（５月２３
日の日米首脳会談での合意）を注釈に追記
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経済財政運営と改革の基本方針2022 参考資料Ⅱ

その他経費
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防衛白書 2022

安倍政権の
時期
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国防費対GDP 0.95％ ⇒ ２％
１人あたり ４万円 ⇒ ８.4万円

防衛白書 2022



米中対立の最前線＝第1列島線へ次々と配置
自衛隊の南西シフト

65

中
国

台
湾

防衛白書 2022
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防衛費倍増「5兆円」あったら
東京新聞 2022年6月3日



厚生労働省老健局説明資料

介護サービス利用者負担ゼロ 1兆円

5兆円あれば、

介護保険料ゼロ 2.8兆円

全国200万人の介護労働者に

月８万円の賃上げ ２兆円



ミサイルかケアか
ケア労働者の賃金
抜本的改善を



介護する人､受ける人がともに大切にされる制度へ
【１】＜負担増・サービス削減の見直し中止＞

介護保険の利用に新たな困難をもたらす利用料の引き上げ、要介護１・

２の生活援助などの保険はずし、ケアプランの有料化、貸与の福祉用具を

購入に変更するなどの見直しを行わないこと

【２】＜処遇改善・職員体制の強化＞

全額公費により、すべての介護従事者の給与を全産業平均水準まで早急

に引き上げること、介護従事者を大幅に増やし、一人夜勤の解消、人員配

置基準の引き上げを行うこと

【３】＜コロナ対策強化＞

利用者が安心して介護を受けることができ、介護事業所・従事者が不安

なく介護を提供できるよう、新型コロナウイルス感染症対策を強化するこ

と

【４】＜介護保険の抜本的見直し・国庫負担の引き上げ＞

介護保険料、利用料､食費・居住費などの負担軽減など、介護報酬の改

善など、介護保険制度の抜本的な見直しを行うこと。介護保険財政にお

ける国庫負担の割合を大幅に引き上げること



ご清聴
ありがとう
ございました


